
三木町教育委員会告示第７号 

 

三木町立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

 

令和８年２月24日 

三木町教育委員会教育長 間嶋 浩    

三木町教育委員会規則第２号 

 

三木町立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

 

三木町立学校の管理運営に関する規則（昭和33年三木町教育委員会規則第10号）の一部を次のよう

に改正する。 

第12条第３項に次のただし書を加える。 

ただし、総務事務システム（電子計算機を利用して職員の服務等に関する事務を総合的に処理す

る情報システムをいう。）で出力されたものをこれに代えることができる。 

 

附 則（令和８年２月24日教委規則第２号） 

この規則は、令和８年３月１日から施行する。 

 

 


